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4月 8日 ヒアリング指摘事項 

No. 指摘事項 回答 記載箇所 

1 (2) 振動調整方法 a.試験の種類及びその概要のマス

キング箇所において，今回「

とあるが，

が測定項目となっており， で良いのか確

認する。 

を使用

するため必要に応じ測定することとしており

ます。 

Ⅵ－9 蒸気タービンの

振動管理に関する説明書 

P.5 

2  b.振動管理目標値に危険速度域，定格回転速度域，過速

度域とあるが，各速度の説明を補足的に記載する。 

また，建設時の記載との変更点を説明資料にまとめる。 

各速度の補足を追加致します。建設時は危険速

度域と過速度域の振動値 ，ま

とめた記載にしていました。今回の取り換え後

も同様の数値であるが K1 にならい明確な記載

としています。 

 

Ⅵ－9 蒸気タービンの

振動管理に関する説明書 

P.6 

3  7.1 軸受諸元における

 

  

 

Ⅵ－9 蒸気タービンの

振動管理に関する説明書 

P.14 

4 7.2 (1)の危険速度について，建設時との値の違いは取

替後のタービンの固有振動特性によるものであるか，要因

として支配的なものは何かを確認し，「～なので，危険速

度が変化する。」と理由を記載する。 

で危険速度が変化しています。 

Ⅵ－9 蒸気タービンの

振動管理に関する説明書 

P.15 



 

2 

 

5  7.7 でカバーセグメント・ラグスリーブとあるが，ター

ビン取替により変わった箇所であるので，図を使用した補

足資料を用意する。 

補足資料「蒸気タービンの振動管理に関する説

明書について」として準備致します 

 

Ⅵ－9 蒸気タービンの

振動管理に関する説明書 

P.17 

6  第４図 タービン停止系統図が建設時と異なるが，変更

となった経緯を明確にする。 

 

Ⅵ－9 蒸気タービンの

振動管理に関する説明書 

P.20 

7 

 

 

 

Ⅵ－9 蒸気タービンの

振動管理に関する説明書 

P24,25 

8 評価のまとめにおいて，(1)(2)に習うとした理由をわか

りやすいように記載する。 

記載の見直しを致します。 

「したがって、定格熱出力一定運転の実施にお

いては（１）～（３）の条件を満たす，電気出

力 」と記載の適正化を行います。 

Ⅵ－10 常用電源設備の

健全性に関する説明書 

P.3 

9  

 

 

Ⅵ－10 常用電源設備の

健全性に関する説明書  

別紙 2 P.2 
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10  1.評価方針で電気出力（有効電力）となっているが，「有

効電力」のみを明示している理由を回答する。 

「有効電力」が増加することに対しての評価を

実施している説明書であるため明示していま

す。 

尚、2002年に提出しました「柏崎刈羽原子力

発電所７号機 定格熱出力一定運転実施に伴

う発電設備の健全性評価書」でも同様の記載と

しています。 

Ⅵ－10 常用電源設備の

健全性に関する説明書 

別紙 3 P.1 

11 第２図における a点は何の交点であるか，垂線は定格電

気出力を表しているのか回答する。 

ａ点は発電機固定子コイル温度上昇限度によ

る運転制限曲線と発電機定格容量の力率

の の交点を使用前検査評価点として示

したものです。 

垂線は定格電気出力 を明示していま

す。 

Ⅵ－10 常用電源設備の

健全性に関する説明書 

別紙 3 P.3 

 

4月 12日 ヒアリング指摘事項 

No. 指摘事項 回答 記載箇所 

12  固有周期の計算方法は，水平方向のみでなく，鉛直方

向についても説明する。 

 

 

 

Ⅳ-4 蒸気タービンの耐

震性に関する説明書 

P.5 



 

4 

 

13  タービン側と発電機側の言葉の定義について，明確に

記載する(P.35，P.44)。P.44 において，タービン側と発

電機側で厳しい方を取っていることの方針を記載する。 

 

 

 

Ⅳ-4 蒸気タービンの耐

震性に関する説明書 

14  と区別していないが，その理由に

ついて説明する。 

強度評価結果の表で

を区別していない理由は， に関しまし

てはいずれも形状が同じであるため区別を必

要としないためです。 につ

きましては

として計

算結果の表に記載しています。 

Ⅳ-4 蒸気タービンの耐

震性に関する説明書 

P.39 

15 

 

 

 

 

 

Ⅵ-6 蒸気タービンの基

礎に関する説明書 



 

5 

 

16  せん断力αについて，（）内が意味するものを確認する。 αの算出方法は以下の通りになります。 

  

（鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説） 

 

Ⅵ-6 蒸気タービンの基

礎に関する説明書 

P.18 

 

4月 13日 ヒアリング指摘事項 

17  ドレン量を記載していた理由及び今回それを削除す

る理由を説明すること。 

また，第 1抽気～第 4抽気において，ドレン量が含まれ

ていなかった理由について説明すること。 

第 5,6抽気については，変更前後のいずれも

ドレン量を含んでおりますので，記載を適正化

します。 

なお，第 1～4 抽気は比較的高温でありドレ

ンが発生しづらいため含んでおらず，第 5,6

抽気は蒸気温度が低いことに加え抽気配管の

距離が長くドレンが発生することから，ドレン

量を考慮しております。 

Ⅱ 工事計画 

P.2   
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18  第 3抽気の抽気圧力について，タービン取替後の数字

に変更がない理由を明確にする。 

 

第 3 抽気は

境の位置にあり，取替の影響は小さい箇所とな

っています。そのため記載の数値に変更はあり

ません。

 

Ⅱ 工事計画 

P.2 

19  a.円板において，他の表と異なり注記＊の記載がない

理由を確認する。 

実用炉規則 別表第一の下欄より，事前届出

を要するものとして「車室，円板又は車軸の強

度の変更を伴うもの」とあり，今回の届出では

円板及び車軸が該当します。 

そのため，隔板，噴口，翼については関連改

造部位と注記を記載しております。 

Ⅱ 工事計画 

P.4 

20  3.1における「～ミサイルが貫通することはない」記

載の根拠を，エビデンスを用いて次回説明。 

コンクリートの貫通評価式である修正 NDRC

式を用いて貫通しないことを確認しておりま

す。 

資料「タービンミサイルの評価内容につい

て」に示します。 

Ⅵ-3 発電用原子炉施設

の蒸気タービン，ポンプ

等の損壊に伴う飛散物に

よる損傷防護に関する説

明書 

P.2 



 

7 

 

21  3.4における「～使用済燃料プールに到達しない」記

載の根拠を，エビデンスを用いて次回説明。 

5～7号機低圧タービン最終段翼及び 5～7号

機低圧タービン C～発電機間のカップリング

は，ミサイル到達確率を評価しすべてのケース

で到達確率は 0 であることを確認しておりま

す。 

資料「タービンミサイルの評価内容につい

て」に示します。 

Ⅵ-3 発電用原子炉施設

の蒸気タービン，ポンプ

等の損壊に伴う飛散物に

よる損傷防護に関する説

明書 

P.3 

22 3.4 における「～車室内にとどまりミサイルとならな

い」記載の根拠を，エビデンスを用いて次回説明。 

 

高圧ロータ及び発電機ロータについては今

回取替対象ではなく，また回転数も変更がない

ことから，タービンミサイル評価については建

設時から変更はありません。 

なお，記載内容については建設時の設置許可

申請書添付八を引用しております。 

Ⅵ-3 発電用原子炉施設

の蒸気タービン，ポンプ

等の損壊に伴う飛散物に

よる損傷防護に関する説

明書 

P.3 

23  3.1.1～3.1.3 の記述と P.6 第 2 図及び P.7 第 1 表の

関係を整理し，説明すること。 

別途補足資料にて説明いたします。 Ⅵ-11-1 設計及び工事

に係る品質マネジメント

システムに関する説明書 

P.4 

 




